
様式２－２

R３．４ ～ R８．３

（アウトカム） 0.73 （　R6　　） 0.617 （　R3　　）

（　　　） （　　　）

（アウトプット） 30人 （　R7　　） 28人 （　R6　　）

（アウトカム） 70% （　R7　　）

設置の有無 有
設置（公表）時
期 S59年3月

※連携体制が、
法に基づく協議
会の場合「○」
を選択

①実施済

②実施予定 ⇒ 年 月から

③検討中

○
④実施予定な
し

電話： e-mail：

注）本様式はＡ４で３枚以内としてください。

１３．事業実施及び連携工程 様式２－２－１に記載　⇒要件④「政策連携」

１４．経費の内訳 様式２－２－２に記載

12．担当者名及び連絡先
滋賀県栗東市市民部自治振興課

男女共同参画推進係
077－551-0290 jichishinko@city.ritto.lg.jp

他の地方公共団体と
の連携

滋賀県および近隣市町に対し、セミナー等開催に係る情報周知の協力を依頼する。

11．女性活躍推進法に基づく
国の「女性活躍推進に向けた
公共調達及び補助金の活用
に関する取組指針」に準じた
公共調達における取組

▼いずれかに〇 ▼②選択時のみ入力 ▼取組内容（①、②選択時のみ入力）

９．事業効果の検証及び
　　今後の課題の整理方法

セミナー参加者にアンケートを実施し、事業効果を可視化する。そしてそこでいただいた意見をもとに、成果と課題を明確にする。

10．事業の実施体制
⇒要件③「官民連携・地域連
携」

連携体制の名称

女性活躍推進法に基づく協議会の設置状況

構成団体

栗東市男女共同参画社会づくり推進協議会

各構成団体の主な連
携内容

栗東市男女共同参画社会づくり推進協議会と連携して、女性の創業・起業を促進するとともに、セミナー実施
を有効的に周知する方法等を検討する。

７．事業内容
⇒要件①「地域性」
⇒要件④「政策連携」

創業希望の女性に向けて、働き方や生き方に合わせた実現可能な起業方法について学び、創業希望のまま踏みとどまっている女
性を後押しできるセミナーを開催する。1部はセミナー形式とし、R7年度においては新たに2部を設けて、女性創業・起業相談会を開
催することで、参加者は講師から多様な視点・経験を聴いたり、意見やアドバイスを得ることができる。相談会後、相談者の課題を整
理し、講師による具体的な助言等必要なリソースや追加情報を提供し、創業に向けてフォローアップを行う。また、振り返りとして、セ
ミナーのアーカイブ配信を案内し効果的に創業希望者を支援する。
本市女性の25歳～49歳までの年代の労働力率が低いことから、主に子育て世代へ向けてチラシやSNS等を活用し幅広くセミナーの
開催を周知する。また、昨年度開催したキャリア構築セミナーを随時アーカイブで発信し、本年度の女性起業・創業セミナー受講へ
の足がかりとなるように広報していく。
令和6年度は自分らしい働き方を目指した女性のキャリア構築セミナーを実施したので、R7年度は創業希望者に起業・創業促進をセ
ミナーを実施する。

８．事業の実施により
　　期待される効果

女性の起業・創業に向けたセミナーを開催することで、 女性の自立と社会参加が進み、性別による経済的不平等の解消と社会的イ
ンクルージョンの促進が期待できる。また、女性の起業家が増えることで、新たなビジネスやサービスが生まれ、地域経済の活性化、
女性の多様な働き方の活性化へと繋げる効果が期待できる。

②令和７年度まで（第５次男女共同参画基本計画
期間中）の重要業績評価指標（ＫＰＩ）（※ＫＰＩは
目標達成への事業進捗の測定指標）

③事業目標（全体）
女性の起業・創業セミ
ナーの参加者

④事業ＫＰＩ（全体）
受講者アンケートのセ

ミナー満足割合

６．事業目標・重要業績評価
指標（ＫＰＩ）　（全体）
⇒要件②「見える化」

目標・ＫＰＩ 目標値（時点） 現状値（時点）

①令和７年度まで（第５次男女共同参画基本計画
期間中）の中長期目標

栗東市における女性
（２５～４４歳）の就業率

（国勢調査より）

３．女性活躍推進法に基づく
　　推進計画策定時期
　　 （策定予定時期）

令和　３年　３月　　（ 策定済 ・ 策定予定 ）※どちらかにマルをつけてください。 計画期間（予定）

４．地域の実情と課題
⇒要件①「地域性」

本市における女性の労働力率の推移としては、全国や滋賀県の状況と比較し、女性の25歳～49歳までの年代の労働力率が低く、
いわゆるM字カーブの谷が深くなっているのが特徴である。これらの改善への取組みの中では、女性の多様な働き方を促進するとと
もに、女性の職業能力の開発や起業、再就職等へ向けた支援が必要である。
これまで市として、女性の就業やライフプラン、家事・育児等のワークライフバランスに関するセミナーの実施により、女性活躍の支援
に取り組んでいる。

５．事業の趣旨・目的
⇒要件①「地域性」

新たな女性創業予定者を対象に、働き方や生き方に合わせた実現可能な起業の進め方や具体的なビジネスプランの作成方法など
に関する学びの場と相談会を提供し、市の女性起業家の増加を目指すことで、女性の活躍およびジェンダーギャップの緩和に寄与
する。

地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（市町村分）

都道府県名：滋賀県栗東市　　　　　

１．事業名 栗東市女性活躍推進事業

２．実施期間 令和　７年　４月　１日　～　令和　８年　３月　３１日


